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問
建
設
課　
管
理
係　
☎（
２
３
２
）２
１
１
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町
営
住
宅
入
居
者
を
募
集
し
ま
す

■
受
付
期
間

　
10
月
15
日
㈫
～
25
日
㈮

　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

※
㈯
㈰
㈷
を
除
く

■
公
開
抽
選
会

　
11
月
８
日
㈮　
午
前
10
時
～

　
（
抽
選
は
町
職
員
が
行
い
ま
す
）

■
抽
選
会
場

　
建
設
課
前
会
議
室（
別
館
２
階
）

■
入
居
時
期　
11
月
下
旬
ご
ろ

■
申
込
資
格

　
次
の
全
て
を
満
た
す
人

❶
町
内
に
住
所
ま
た
は
勤
務
先
が
あ
る
人

❷
市
町
村
税
な
ど
の
滞
納
が
な
い
人

❸
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族
が
い
る
人

　
（
１
人
で
は
入
居
で
き
ま
せ
ん
が
、
条

件
に
よ
っ
て
は
入
居
で
き
ま
す
）

❹
世
帯
の
収
入
が
収
入
基
準
内
で
あ
る
こ

と
❺
現
に
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
で
あ
る
こ
と

❻
世
帯
に
暴
力
団
員
が
い
な
い
こ
と

■
必
要
書
類

❶
町
営
住
宅
入
居
申
込
書

　
（
建
設
課
に
あ
り
ま
す
）

❷
住
民
票
謄
本（
入
居
予
定
者
全
員
分
の

本
籍
、
続
柄
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
記
載
）

❸
平
成
31
年
度
市
町
村
県
民
税（
所
得
・

課
税
）証
明
書（
入
居
予
定
者
全
員
分
の

所
得
が
わ
か
る
書
類
）

❹
滞
納
の
な
い
証
明
書

　
（
入
居
予
定
者
で
課
税
対
象
者
全
員
分
）

❺
そ
の
他
証
明
書（
障
害
者
手
帳
な
ど
の

写
し
）

■
申
込
方
法

　
必
要
書
類
な
ど
を
そ
ろ
え
て
、
建
設
課

管
理
係
へ
直
接
提
出
し
て
く
だ
さ
い（
西

部
支
所
で
は
申
し
込
め
ま
せ
ん
）。

■
入
居
決
定
後
の
手
続
き

　
入
居
決
定
後
、
原
則
と
し
て
10
日
以
内

（
町
が
指
定
す
る
日
ま
で
）に
、
次
の
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

❶
敷
金（
家
賃
３
カ
月
分
相
当
額
）の
納
付

❷
町
が
適
当
と
認
め
る
連
帯
保
証
人
１
人

が
連
署
し
た
請
書（
契
約
書
）な
ど
の
提

出
※
正
当
な
理
由
が
な
く
、
期
間
内
に
入
居

の
手
続
き
を
し
な
い
場
合
、
入
居
決
定

は
取
り
消
し
ま
す
。

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　　

■販売期間　10月１日㈫～令和２年２月29日㈯
■販売場所　ゆめタウン光の森、イオン菊陽店、熊本北

郵便局、菊陽原水郵便局、菊陽久保田郵便局
■販売時間

販売場所ごとに異なりますので、詳しくは、購入引換
券に同封している書類または、町ホームページでご確
認ください。

■販売額・購入限度額
　5,000円分の商品券を4,000円で販売します。
　対象者１人当たり、最大５部まで購入できます。
■商品券の利用
　商品券は令和２年３月31日㈫まで利用できます。
　利用できる店舗は、町ホームページでご確認ください。
※町外の店舗では利用できません。
■問い合わせ
　購入引換券（非課税）：福祉課　☎080（8594）4417
　購入引換券（子育て世帯）：子育て支援課
　　　　　　　　　　　　　　　　　☎（232）2202
　商品券の販売、利用：商工振興課　☎（232）2165

■購入対象者
❶今年度の市町村民税が非課税の人
※課税者に扶養されている人、生活保護を受給している

人は対象外です。
❷平成28年４月２日～令和元年９月30日に生まれた子

どもが属する世帯の世帯主
■商品券購入までの流れ
　商品券の購入には、購入引換券が必要です。
❶非課税の人

対象となる可能性がある人へ、福祉課から申請書を送
付しています。申請後審査を行い、対象の人へ引換券
を送付します。申請期限は12月27日㈮までです。
❷子育て世帯の人

子どもの生年月日の確認を行い、購入引換券を送付し
ます。※申請は必要ありません。

10月１日から

プレミアム付商品券の販売が始まります
消費税増税が地域・家庭に与える影響を緩和するた
め、非課税世帯・子育て世帯を対象に、プレミアム
付商品券の販売を行います。

■募集する町営住宅
※申し込みは１世帯１戸限りです

住宅名 部屋番号 所在地 間取 面積
㎡ 月額家賃（円） 建設

年度 構造 学校区

原水 Ａ－201 原水2137番地 ３ＤＫ 75.0 27,300～53,700 Ｈ19 耐火構造

菊陽北小学校
菊陽中学校原水 F －201 原水2137番地 ２ＤＫ 58.5 21,400～42,000 Ｈ20 耐火構造

光 15-101 原水846番地 ３ＤＫ 71.4 26,000～51,000 Ｈ25 木造

■収入基準

※裁量階層とは身体障害者や小学校未就学児がいる場合、全員が60歳以上の場合
　など
○収入の算出方法
　収入（月額）＝（入居しようとする世帯全員の年間総所得金額―控除額）÷12カ月

○控除額
❶同居者控除（38万円）
❷（非同居者）扶養控除（38万円）
❸老人扶養控除（10万円）
❹特定扶養親族控除 (25万円）
❺一般障害者控除（27万円）
❻特別障害者控除（40万円）
❼寡婦・寡夫控除（27万円以内）

原則階層 裁量階層

収入月額 158,000円以下 214,000円以下

問
総
務
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通
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高
齢
者
の
運
転
免
許
証
の
自
主
返
納
を

支
援
し
ま
す

高
齢
者
の
運
転
に
よ
る
交
通
事
故
の
減
少
を
図
る
た
め
に
、
運
転
免
許
証
を
自
主
的
に

返
納
し
た
人
へ
、
タ
ク
シ
ー
利
用
券
３
万
円
分
の
交
付
な
ど
の
支
援
を
し
ま
す
。

■
対
象
者

❶
菊
陽
町
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ

て
い
る
満
年
齢
65
歳
以
上
の
人

❷
平
成
31
年
４
月
１
日
以
降
に
運
転
免
許

証
を
自
主
返
納
し
、
運
転
経
歴
証
明
書

の
交
付
を
受
け
た
人

❸
町
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
人

■
支
援
内
容

❶
運
転
経
歴
証
明
書
の
交
付
に
係
る
申
請

手
数
料
に
対
す
る
補
助
金
を
交
付
し
、

補
助
金
の
額
は
１
，
１
０
０
円
で
す
。

❷
タ
ク
シ
ー
利
用
券
３
０
，
０
０
０
円
分

を
１
回
限
り
交
付
し
ま
す
。

※
県
内
の
ほ
と
ん
ど
の
タ
ク
シ
ー
事
業
所

で
利
用
が
で
き
ま
す
。

　
（
本
人
の
利
用
に
限
り
ま
す
。）

■
申
請
に
必
要
な
物

◦
申
請
書
な
ど

◦
運
転
免
許
取
消
通
知
書
の
写
し
お
よ
び

運
転
経
歴
証
明
書
の
写
し

※
申
請
書
類
な
ど
は
、
役
場
総
務
課
ま
た

は
菊
陽
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

■
タ
ク
シ
ー
利
用
券
の
使
い
方

　

降
車
時
に
タ
ク
シ
ー
料
金
分
の
タ
ク

シ
ー
利
用
券
を
運
転
手
に
お
渡
し
く
だ
さ

い
。

　
そ
の
際
「
運
転
経
歴
証
明
書
」
を
提
示

し
て
く
だ
さ
い
。

タクシー利用券（１冊 １万円分 500円×15枚、100円×25枚）
※３冊交付します。
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